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議案第２号 

目黒区付属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和８年２月１７日 

提出者 目黒区長  青   木   英   二 

 

目黒区付属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

目黒区付属機関の設置に関する条例（令和６年３月目黒区条例第９号）の一

部を次のように改正する。 

 別表の１目黒区入札監視等委員会の項の前に次のように加える。 

 

 

 

付 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

（説明） 区長の付属機関として目黒区立学校施設更新に係る設計等委託事業

者選定委員会を設置するため、条例改正の必要を認め、この案を提出します。 

目黒区立学校施設更新に係る

設計等委託事業者選定委員会 

目黒区立学校施設の更新に係る設計等を委

託する事業者の選定に係る評価及び審査に

関すること。 

 


